
 

審査請求書の提出から裁決までの流れ 

 
 

審査請求人 人事委員会 処分者 

 

不服申立書の提出 

 

 

 

 

補正 

 

 

 

受理の通知 

却下の通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答弁書の送付  

 

反論書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

反論書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁決書の送付 

 

審査請求書の受付 

 

 

審査請求書の調査 

 ・記載事項に漏れがないか 

 ・不利益処分といえるかどうか 

 ・審査請求ができる者かどうか 

 ・審査請求期間が過ぎていないか 

 

却下         受理 

・審査請求ができない者 

・不利益処分ではない場合 

・審査請求期間を過ぎている場合 

  

    事案の審査 

        

 

書面審理        口頭審理 

 

答弁書提出要求 

             

反論書提出要求      

 

 

 

 

             答弁書 

             反論書      

             提出要求 

 

             争点整理 

 

           審理期日指定 

 

          口頭審理の実施 

裁決素案       ・証拠調べ 

            裁決素案 

 

      裁  決 

             ・却下 

       請求が不適法であり

審査を行わない。 

       ・棄却 

        請求に理由がない 

       ・取消し、修正 

        請求に理由がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 審査請求書副本の送付 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 答弁書の提出 

 

 反論書の送付 

 

 

 

    

 

    

 

    答弁書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

   

  裁決書の送付 

 

 

 

 

 

 

  是正の指示 

 

争点整理 

証拠調べ 


